
島 根 県 報
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議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（昭和��年島根県規則第��号）の一部を次のよ

うに改正する。

号外第��号 平成��年�月��日 (�)

� �

� �

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則の一部を （人 事 課） �

改正する規則

特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例施行規則の一部 （税 務 課） �

を改正する規則
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平成��年�月��日（金)

�� � ���
（毎週火・金曜日発行）
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◇���������������
 !"#$�%&'(��)*���+,-./'(��（規則第��号）

	 規則の概要

� 就業の場所から勤務場所への移動等の範囲について定めることとした。（第
条の�関係）

� 常勤の地方公務員の災害補償制度における福祉事業の内容の一部改正に伴う規定の整備（第��条の
関

係）

� その他規定の整備


 施行期日等

公布の日から施行し、	の�については、平成��年�月	日以後に発生した事故に起因する通勤による災

害について適用することとした。

◇0123�45-67'(�8��9�:9;<�%&'(��)*���+,-./'(��（規則第��号）

	 規則の概要

特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例の改正に伴う引用条項及び文言の整理

（第条・様式第�号関係）


 施行期日

公布の日から施行することとした。
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島 根 県 報

第�条中「第�条の�第�項ただし書」を「第�条の�第�項第�号及び第�号並びに同条第�項ただし書」に改め

る。

第�条の�を第�条の�とし、第�条の�の次に次の�条を加える。

（就業の場所から勤務場所への移動等）

����� 条例第�条の�第�項第�号の規則で定める就業の場所から勤務場所への移動は、次に掲げる移動とする。

� 一の勤務場所から他の勤務場所への移動

� 次に掲げる就業の場所から勤務場所への移動

ア 労働者災害補償保険法（昭和��年法律第��号）第�条第�項の適用事業に係る就業の場所

イ 国家公務員災害補償法（昭和�	年法律第
�
号）第�条第�項に規定する職員の勤務場所

ウ その他勤務場所並びにア及びイに掲げる就業の場所に類するもの

� 条例第�条の�第�項第�号の規則で定める職員に関する法令の規定に違反して就業している場合は、次に掲げる法

令の規定に違反している場合とする。

� 地方公務員法（昭和��年法律第�	
号）第�条第�項

� 前号に掲げる法令の規定に類する法令の規定

� 条例第�条の�第�項第�号の規則で定める要件は、同号に掲げる移動が、単身赴任手当の支給を受ける地方公務員

災害補償法（昭和��年法律第
�
号。以下「法」という。）第�条第�項に規定する職員と均衡上必要があると認めら

れる職員により行われるものであることとする。

第
�条第�項中「地方公務員災害補償法（昭和��年法律第
�
号。以下「法」という。）」を「法」に改める。

第
�条の�第�項中第�号を削り、第�号を第�号とし、第
�号から第��号までを�号ずつ繰り上げ、第�
号を削る。

附則第�項中「障害の等級」を「障害等級」に、「第��条第�項」を「第��条第�項」に改める。

附則第�項第�号及び第�号中「等級に該当する」を「障害等級に該当する」に、「障害の等級」を「障害等級」に改

める。

様式第�号中「障害の等級」を「障害等級」に改める。

� �

（施行期日）

� この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

� この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則（以下「改正後の規

則」という。）第�条の�各項の規定は、平成
年�月�日以後に発生した事故に起因する通勤による災害について適

用する。

� 改正後の規則第
�条の�第�項各号の規定は、この規則の施行の日以後に行うべき事由が生じた福祉事業について適

用し、同日前に行うべき事由が生じた福祉事業については、なお従前の例による。

特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成
年�月
�日

島根県知事 澄 田 信 義

�	
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特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例施行規則の一部を改正する規則

特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例施行規則（昭和�年島根県規則第�	号）の一部を次の

ように改正する。

号外第��号 平成
年�月
�日(�)



島 根 県 報

第�条第�項の表第�号左欄中「、第�条」を削る。

� �

（施行期日）

� この規則は、公布の日から施行する。

（経過措置）

� この規則の施行の際現にこの規則による改正前の特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例施

行規則（以下「旧規則」という。）の規定により提出されている申請書は、この規則による改正後の特定地域の振興を

促進するための県税の課税免除等に関する条例施行規則の規定により提出されたものとみなす。

� 旧規則の規定により作成した用紙でこの規則の施行の際現に残存するもののうち取繕いが可能なものについては、当

分の間、これを取り繕って使用することができる。

号外第��号 平成��年	月�
日 (�)

「

様式第�号中

」

を

離島振興対策実施地域 農 村 工 業 等 法 の 地 区

誘 導 地 域 半島振興対策実施地域

特 定 農 山 村 地 域 中 心 市 街 地

過 疎 地 域 原子力発電施設等立地地域

「

」

に改める。

離島振興対策実施地域 農 村 工 業 等 法 の 地 区

半島振興対策実施地域 特 定 農 山 村 地 域

中 心 市 街 地 過 疎 地 域

原子力発電施設等立地地域



平成��年�月��日 印刷
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（送料共)

島 根 県 報号外第	
号 平成��年�月��日(�)


